
議 会 運 営 委 員 会 
 

     
令和７年１２月２日（火） 

【議案の追加送付について】 

議案第１２５号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（別紙） 

議案第１２６号 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（別紙） 

議案第１２７号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

（別紙） 

議案第１２８号 葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例（別紙） 

議案第１２９号 葛飾区長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例（別紙） 

議案第１２９号 葛飾区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例（別

紙） 

議案第１２９号 葛飾区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（別紙） 

１ 第４回定例会の会議運営について 

 
第１日 １２月３日（水） 

 
(1) 開会・開議 午前１０時 

 
(2) 署名議員指名 ４番 菅 野 勇 人 議員 

５番 鈴 木 信 行 議員 

３９番 大 高   拓 議員 

 
(3) 庶務報告 欠席者の報告 

東京都後期高齢者医療広域連合議会議員補欠選挙の実施につ

いて 

専決処分報告書 

例月出納検査報告書（10月末日現在） 

 
(4) 区長発言  

 
(5) 会期について 令和７年１２月３日(水)～１２月１７日(水)１５日間 

 
(6) 区政一般質問（別紙） 順  序 自民党：伊 藤 議員／公明党：小 山 議員／ 

区民連：鈴木（た）議員／共産党：中 江 議員／ 

か立憲：土 田 議員／みらい：沼 田 議員／ 

無所属：岩 見 議員／無所属：広 田 議員／ 

持ち時間 自民党:４５分／公明党:４０分／区民連:３０分／ 

共産党:３０分／か立憲:２５分／みらい:２５分／ 



 

 
 

無所属:２０分 

 
(7) 散  会  

 
 

 
第２日 １２月４日（木） 

 
(1) 開  議 午前１０時 

 
(2) 署名議員指名 ４番 菅 野 勇 人 議員 

５番 鈴 木 信 行 議員 

３９番 大 高   拓 議員 

 
(3) 庶務報告 欠席者の報告 

 
(4) 区政一般質問（別紙） 順  序 自民党：竹 本 議員／公明党：岩 田 議員／ 

共産党：片 岡 議員 

 
(5) 議案２７件一括上程 提案者説明 ～ 委員会付託 

［特別区人事委員会の意見聴取］ 

 議案第１２５号、議案第１２６号、議案第１２７号 

 
(6) 議員提出議案 １件 

上程 

提案者説明 ～ 採決（別紙）（梅沢議長除斥） 

    

  本会議休憩  

  ～   

  総務委員会開催 議案第125号・127号・128号・129 

号・130号・131号 
（第１・第２委員会室） 

  文教委員会開催 議案第126号 （第３委員会室） 

  議会運営委員会開催 本会議再開後の会議運営について （第１・第２委員会室） 

  ～   

  本会議再開   

    

 【追加日程】  

 〇 議案 ７件一括上程 委員長報告 ～ 採決 

 (7) 請願 １件 委員会付託（別紙） 

 (8) 散  会  

    

    

    



２ そ の 他  

 
(1) 陳情について（別紙）  

 
(2) 意見書等について（別紙） 最終調整 １２月１１日（木） 

 
(3) 委員会開催日程について（別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次回日程】 

12 月 16日（火）議会運営委員会理事会 午後１時／  議会運営委員会 午後２時 
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令和７年第４回葛飾区議会定例会追加付議事件の概要 

 

 

条 例 案   ７件 

 計     ７件 

 

 

１ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 (１) 改正理由 

    特別区人事委員会の勧告に伴い、職員の給料表を改定するほか、所要の改正をするもの 

(２) 概要 

   ア 給料表を改定すること。 

   イ 令和７年度以降の医師等に係る初任給調整手当の上限額を次のとおり改めること。 

     315,200円→326,900円（＋11,700円） 

   ウ 令和７年12月期の期末手当及び勤勉手当の支給月数を次の月数とすること。 

    (ア) 一般職員 

      a 期末手当  1.25月→1.275月（＋0.025月） 

      b 勤勉手当 1.175月→ 1.2月（＋0.025月） 

    (イ) 管理職員 

      a 期末手当 1.075月→ 1.1月（＋0.025月） 

      b 勤勉手当  1.35月→1.375月（＋0.025月） 

エ 令和８年度以降の期末手当の支給月数を次の月数とすること。 

    (ア) 一般職員 

      a ６月期  1.25月→1.2625月（＋0.0125月） 

      b 12月期 1.275月→1.2625月（△0.0125月） 

    (イ) 管理職員 

      a ６月期 1.075月→1.0875月（＋0.0125月） 

      b 12月期  1.1月→1.0875月（△0.0125月） 

   オ 令和８年度以降の勤勉手当の支給月数を次の月数とすること。 

    (ア) 一般職員 

      a ６月期 1.175月→1.1875月（＋0.0125月） 

      b 12月期  1.2月→1.1875月（△0.0125月） 

    (イ) 管理職員 

      a ６月期  1.35月→1.3625月（＋0.0125月） 

      b 12月期 1.375月→1.3625月（△0.0125月） 

 (３) 施行日 

公布の日（２エ及びオは、令和８年４月１日） 

ただし、２ア及びイは令和７年４月１日から適用し、２ウは令和７年12月１日から適 

用する。 

 

２ 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
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 (１) 改正理由 

    特別区人事委員会の勧告に伴い、幼稚園教育職員の給料表を改定するほか、所要の改正を

するもの 

(２) 概要 

   ア 給料表を改定すること。 

イ 令和７年12月期の期末手当及び勤勉手当の支給月数を次の月数とすること。 

    (ア) 一般職員 

      a 期末手当  1.25月→1.275月（＋0.025月） 

      b 勤勉手当 1.175月→ 1.2月（＋0.025月） 

    (イ) 管理職員 

      a 期末手当 1.075月→ 1.1月（＋0.025月） 

      b 勤勉手当  1.35月→1.375月（＋0.025月） 

   ウ 令和８年度以降の期末手当の支給月数を次の月数とすること。 

    (ア) 一般職員 

      a ６月期  1.25月→1.2625月（＋0.0125月） 

      b 12月期 1.275月→1.2625月（△0.0125月） 

    (イ) 管理職員 

      a ６月期 1.075月→1.0875月（＋0.0125月） 

      b 12月期  1.1月→1.0875月（△0.0125月） 

エ 令和８年度以降の勤勉手当の支給月数を次の月数とすること。 

    (ア) 一般職員 

      a ６月期 1.175月→1.1875月（＋0.0125月） 

      b 12月期  1.2月→1.1875月（△0.0125月） 

    (イ) 管理職員 

      a ６月期  1.35月→1.3625月（＋0.0125月） 

      b 12月期 1.375月→1.3625月（△0.0125月） 

 (３) 施行日 

公布の日（２ウ及びエは、令和８年４月１日） 

ただし、２アは令和７年４月１日から適用し、２イは令和７年12月１日から適用する。 

 

３ 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 (１) 改正理由 

    会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給月数を改めるもの 

 (２) 概要 

   ア 令和７年12月期の期末手当及び勤勉手当の支給月数を次の月数とすること。 

    期末手当   1.25月→1.275月（＋0.025月） 

    勤勉手当  1.175月→ 1.2月（＋0.025月） 

イ 令和８年度以降の期末手当及び勤勉手当の支給月数を次の月数とすること。 

    (ア) 期末手当 

      a ６月期  1.25月→1.2625月（＋0.0125月） 

      b 12月期 1.275月→1.2625月（△0.0125月） 
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    (イ) 期末手当 

      a ６月期 1.175月→1.1875月（＋0.0125月） 

      b 12月期  1.2月→1.1875月（△0.0125月） 

(３) 施行日 

    公布の日（２イは、令和８年４月１日） 

ただし、２アは、令和７年12月１日から適用する。 

 

４ 葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 (１) 改正理由 

    区議会議員の議員報酬の月額及び期末手当の支給月数を改めるもの 

 (２) 概要 

  ア 区議会議員の議員報酬の月額を次のように改めること。 

    (ア) 議長   92 万 9,000 円→96 万 1,000 円（＋32,000 円） 

    (イ) 副議長  78 万円    →80 万 7,000 円（＋27,000 円） 

  (ウ) 委員長  66 万 6,000 円→68 万 9,000 円（＋23,000 円） 

   (エ) 副委員長 64 万 6,000 円→66 万 8,000 円（＋22,000 円） 

   (オ) 議員   62 万 6,000 円→64 万 7,000 円（＋21,000 円） 

  イ 令和８年度以降の期末手当の支給月数を次の月数とすること。 

  (ア) ６月期 1.96月→1.98月（＋0.02月） 

(イ) 12月期 1.96月→1.98月（＋0.02月） 

 (３) 施行日 

    公布の日（令和７年 12 月１日から適用） 

 

５ 葛飾区長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 (１) 改正理由 

    区長及び副区長の給料の月額及び期末手当の支給月数を改めるもの 

 (２) 概要 

    ア 区長及び副区長の給料の月額を次のように改めること。 

    (ア) 区長  1,135,000円→1,174,000円（＋39,000円） 

    (イ) 副区長  926,000円→ 957,000円（＋31,000円） 

 イ 令和８年度以降の期末手当の支給月数を次の月数とすること。 

  (ア) ６月期 1.96月→1.98月（＋0.02月） 

    (イ) 12月期 1.96月→1.98月（＋0.02月） 

 (３) 施行日 

    公布の日（令和７年 12 月１日から適用） 

 

６ 葛飾区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 (１) 改正理由及び概要 

    教育長の給料の月額を次のように改めるもの 

     81万6,000円→84万4,000円（＋28,000円） 

 (２) 施行日 
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    公布の日（令和７年 12 月１日から適用） 

 

７ 葛飾区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

(１) 改正理由及び概要 

    常勤の監査委員の給料の月額を次のように改めるもの 

66万9,000円→69万2,000円（＋23,000円） 

(２) 施行日 

    公布の日（令和７年 12 月１日から適用） 

 



 

区   政   一   般   質   問  

 

 

 １  25番  伊藤 よしのり  議員 

 （１） 今後の区長の区政運営について 

 （２） 戸籍住民課窓口について 

 （３） 観光・文化のまちづくりについて 

 （４） 金町街づくりと都市計画道路補助第１３８号線整備につい 

    て  

 （５） 小松南小学校改築について 

  

 

 ２  33番  小  山  たつや  議員 

 （１） 今後４年間の区政運営と物価高騰対策について 

 （２） 認知症施策について 

 （３） シルバーパスについて 

 （４） 火葬場について 

 （５） 教育について 

 

 

 ３  14番  鈴  木  たつし  議員 

 （１） 宿泊施設に関する現状と課題、今後の対応方針について 

 （２） 学童保育の運営改善と安全確保・負担軽減に向けた取組につ 

いて 

 （３） 停電時の避難所運営体制と実践的訓練の強化について 

 （４） がん検診の受診率向上に向けた現状分析と受診勧奨策につい 

    て  

 

 

 ４  31番  中  江  秀  夫   議員 

 （１） 11月９日投票で行われた区長選挙の結果について 

 （２） 今後の区政運営について 

  

 

 



 ５  21番  土  田  あきら  議員 

 （１） 区民相談体制の充実について 

 （２） 一人一人の学びを支える学校支援体制の強化について 

（３） 高砂地区のまちづくりについて 

 

 

 ６  19番  沼  田  たか子  議員 

 （１） 子どもの権利保障について 

 （２） 不登校支援について 

 

 

 ７  ２番 岩 見 なつよ  議員 

 （１） 区政運営や政策決定過程の透明性強化（区政の見える化）の 

    現状について 

 （２） 葛飾のＤＸ戦略（スマートかつしか）について 

  

 

 ８  16番  広  田  さくら  議員 

 （１） 不登校児童を抱える保護者への支援について 

 （２） 学童保育の充実について 

 （３） 文化施設の区民サービス向上について 

 （４） 屋外体育施設の環境改善について 

（５） 介護と仕事の両立支援について 

 （６） 小学校のトイレの改修工事について 

 

 

 ９  11番  竹本 としあき  議員 

 （１） 地域公共交通計画の推進について 

 （２） スタジアム構想の実現に向けた東新小岩運動場敷地活用に 

ついて 

 （３） 旧森永乳業工場跡地の物流施設について 

 （４） 障害者支援体制について 

 

 

 10 27番  岩田 よしかず  議員 

 （１） 本区における今後の検診体制の強化について 



 （２） デフリンピック東京大会について 

 （３） 自転車の青切符制度について 

 （４） 東新小岩運動場におけるスタジアム構想について 

（５） 地域のまちづくりについて 

 

 

 11 ７番 片 岡 ちとせ  議員 

 （１） 本区の公共交通施策について 

 （２） 葛飾区地域公共交通計画等について  

 







請 願 受 理 件 名 表   

  
 

令和７年第４回定例会 

番号 受理番号 件 名 委員会名 

１ ７請願第 22 号 学校外水泳授業の見直しを求める請願 文教委員会 

 



 

 

陳 情 収 受 一 覧 表 

 

 

令和７年第４回定例会 

番号 内      容 送付委員会 

１ 
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書

の提出に関する陳情 
 

２ 

国に対し、「従来の健康保険証の発行を復活しマイナ保険証と

の併存・両立を求める」意見書を提出することを要請する陳情

書 

 

３ 
葛飾区内の小・中学校における「いじめ」をなくす取り組みに

関する陳情 
 

４ 

臓器移植に関わる不正な臓器取引や移植目的の渡航等を防止

し、国民が知らずに犯罪に巻き込まれることを防ぐための環境

整備等を求める意見書提出の陳情 

 

５ 
放課後等デイサービス「ウィズ・ユー柴又駅前」における児童

の安全確保および行政監督体制の改善を求める陳情 
 

 

 

















月 日 曜 時 刻 委 員 会 名 会 場

３日 水 午前１０時 本 会 議 議 場

４日 木 午前１０時 本 会 議 議 場

５日 金 午後　１時 保 健 福 祉 委 員 会 第１・２・３

６日 土

７日 日

８日 月 午後　１時 建 設 環 境 委 員 会 第１・２・３

９日 火 午後　１時 　 文 教 委 員 会 　 第１・２・３

１０日 水 午後　１時 総 務 委 員 会 第１・２・３

１１日 木 午後　１時 新庁舎整備・現庁舎跡地活用特別委員会 第１・２・３

１２日 金 午後　１時 危 機 管 理 対 策 特 別 委 員 会 第１・２・３

１３日 土

１４日 日

１５日 月 午後　１時 地 域 交 通 政 策 推 進 特 別 委 員 会 第１・２・３

午後　１時 議 会 運 営 委 員 会 理 事 会 第１・２・３

午後　２時 議 会 運 営 委 員 会 第１・２・３

１７日 水 午後　１時 本 会 議 議　 場

令和７年第４回葛飾区議会定例会委員会開催日程

12月

１６日 火


